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は
じ
め
に

　

こ
こ
で
紹
介
す
る
柳
原
本
『
御
即
位
部
類
』（
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
所
蔵
、

函
架
番
号
柳
―
六
一
八
）
は
、
三
冊
か
ら
な
り
、
治
暦
四
年
（
一
〇
六
八
）
か
ら
、

応
永
二
十
一
年
（
一
四
一
四
）
に
い
た
る
間
の
即
位
礼
に
関
わ
る
諸
記
録
を
類
聚
し

た
写
本
で
あ
る
。

　

本
書
の
大
き
な
特
徴
は
、
単
独
で
書
写
さ
れ
た
各
記
録
を
そ
の
ま
ま
綴
じ
た
形
態

を
呈
す
る
こ
と
で
あ
る
。こ
の
た
め
本
書
は
、記
録
ご
と
に
料
紙
の
大
き
さ
が
異
な
っ

て
お
り
、
や
や
奇
異
な
印
象
を
受
け
る
写
本
と
い
え
る
。

　

詳
細
は
以
下
に
述
べ
る
が
、
本
書
の
中
に
は
、
東
山
御
文
庫
本
の
転
写
本
と
考
え

ら
れ
る
も
の
が
含
ま
れ
て
お
り
、
親
本
と
し
た
東
山
御
文
庫
本
の
書
写
者
が
分
か
る

記
載
が
あ
る
な
ど
の
点
が
注
目
さ
れ
る
。

一　

柳
原
本
の
性
格
と
本
稿
の
視
角

　

柳
原
家
の
旧
蔵
書
の
大
部
分
は
、
現
在
、
宮
内
庁
書
陵
部
図
書
寮
文
庫
と
西
尾
市

岩
瀬
文
庫
に
分
蔵
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
蔵
書
は
、
柳
原
家
に
代
々
伝
わ
っ
た
も
の
が

若
干
あ
る
も
の
の
、
中
心
を
な
す
の
は
江
戸
時
代
後
期
の
公
卿
柳
原
紀
光
（
一
七
四

六
～
一
八
〇
〇
）
の
収
集
に
か
か
る
典
籍
・
記
録
類
で
あ
る
。

　

柳
原
紀
光
は
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
の
生
ま
れ
。
同
五
年
に
三
歳
に
し
て
叙
爵
、

宝
暦
六
年
（
一
七
五
六
）
に
元
服
し
、
初
名
を
光
房
と
称
す
る
。
同
八
年
に
右
少
弁

に
任
じ
ら
れ
る
が
、
同
十
年
に
は
父
光
綱
を
喪
い
、
十
五
歳
に
し
て
同
家
を
相
続
す

る
。
同
十
一
年
蔵
人
に
補
せ
ら
れ
、
以
後
累
進
し
、
蔵
人
頭
、
左
大
弁
、
参
議
、
権

中
納
言
を
経
て
、
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
に
権
大
納
言
に
任
じ
ら
れ
た
。
し
か
し

同
七
年
に
勅
勘
を
蒙
り
、
出
仕
を
停
め
ら
れ
る
。
そ
の
後
は
父
の
遺
志
で
も
あ
っ
た

修
史
に
専
念
し
、
亀
山
天
皇
の
正
元
元
年
（
一
二
五
九
）
か
ら
後
桃
園
天
皇
の
安
永

八
年
（
一
七
七
九
）
ま
で
を
収
め
た
史
書
『
続
史
愚
抄
』
を
編
ん
だ
こ
と
は
あ
ま
り

に
も
有
名
で
あ
る
。
寛
政
九
年
（
一
七
九
七
）
に
至
り
出
家
し
て
暁
寂
と
号
し
、
同

十
二
年
に
薨
じ
た
。

　

柳
原
家
の
旧
蔵
書
に
つ
い
て
は
、『
続
史
愚
抄
』
の
書
誌
研
究
を
軸
に
検
討
が
な

さ
れ
て
き
た
が
、
是
澤
恭
三
氏
は
、
柳
原
本
全
体
を
見
渡
し
て
そ
の
特
徴
に
つ
い
て

述
べ
て
い
る
。
同
氏
に
よ
る
検
討
の
概
略
を
ま
と
め
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

　

（�

ア
）
柳
原
家
の
旧
蔵
書
は
、
①
家
の
記
録
と
し
て
引
継
い
だ
も
の
、
②
職
務
上

の
備
忘
に
供
す
る
も
の
、
③
国
史
編
纂
の
た
め
に
蒐
集
し
た
も
の
、
④
続
史
愚

抄
完
成
以
後
の
も
の
、
の
四
種
に
分
類
で
き
る
。

　

（�

イ
）
多
く
の
家
か
ら
史
料
を
借
覧
し
て
蔵
書
を
形
成
し
た
（
親
本
を
借
用
し
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
家
名
と
、
奥
書
の
初
見
年
を
例
示
。
ま
た
、
紀
光
が
借
用
と

と
も
に
整
理
を
行
っ
た
点
も
指
摘
）。

　

（
ウ
）
既
存
の
部
類
記
を
多
く
収
集
し
た
（
書
写
奥
書
の
あ
る
部
類
記
を
例
示
）。

（
１
）

（
２
）

（
３
）

史
料
紹
介宮

内
庁
書
陵
部
所
蔵
柳
原
本
『
御
即
位
部
類
』
の
来
歴

新　
　

井　
　

重　
　

行
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（
エ
）
謄
写
し
た
記
録
を
自
ら
整
理
し
、
新
た
に
多
数
の
部
類
記
を
作
成
し
た
。

　

（
オ
）
親
族
や
家
礼
が
書
写
に
協
力
し
た
。

　

氏
の
指
摘
は
要
を
得
た
も
の
で
あ
り
、
と
く
に
修
正
の
必
要
を
感
じ
な
い
。
本
稿

で
検
討
す
る
柳
原
本
『
御
即
位
部
類
』
は
、（
エ
）
に
相
当
す
る
こ
と
を
確
認
し
て

お
く
。
な
お
（
エ
）
に
属
す
る
写
本
の
性
格
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
に
十
分
な
検
討

は
な
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　

柳
原
本
の
部
類
記
に
つ
い
て
は
、『
図
書
寮
典
籍
解
題　

続
歴
史
篇
』も
参
照
す
べ

き
で
あ
る
。
部
類
記
の
項
に
は
柳
原
本
も
多
数
紹
介
さ
れ
て
お
り
、
紀
光
が
自
ら
編

成
し
た
部
類
記
の
例
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
本
稿
で
扱
う
『
御
即
位
部
類
』
に
つ
い

て
も
言
及
が
あ
り
、「
当
本
は
元
来
数
家
伝
来
の
諸
本
か
ら
転
写
集
収
し
た
も
の
に

係
り
、
各
本
毎
に
そ
の
首
に
「
柳
原
蔵
書
之
印
」・「
柳
原
蔵
書
」・「
柳
原
庫
」
の
朱

印
中
の
一
顆
が
鈐
し
て
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
書
写
年
次
も
江
戸
初
期
か
ら
後
期
の
紀

光
の
時
迄
に
亘
る
数
人
の
筆
よ
り
な
る
。
即
ち
紀
光
の
父
光
綱
が
入
手
或
は
書
写
し

た
も
の
、
明
和
年
間
紀
光
が
中
御
門
俊
臣
よ
り
譲
請
け
た
も
の
、
紀
光
の
自
筆
或
は

雇
筆
に
係
る
も
の
等
で
、
漸
次
柳
原
家
に
集
っ
て
来
た
も
の
を
、
紀
光
が
合
冊
編
集

し
た
も
の
で
あ
る
」
と
解
説
さ
れ
、
続
い
て
内
容
の
目
録
、
お
よ
び
主
要
な
書
写
奥

書
を
掲
げ
て
い
る
（
一
一
九
頁
）。
本
書
の
特
徴
を
よ
く
伝
え
て
い
る
が
、
解
題
と

い
う
性
格
上
、
詳
細
な
検
討
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
各
記
録
の
来
歴
や
、
本
奥
書
の

説
明
な
ど
は
省
か
れ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、『
御
即
位
部
類
』
の
各
記
録
の
来
歴
に
着
目
し
て
、
紀
光
が

自
ら
編
纂
し
た
部
類
記
の
特
徴
と
、そ
こ
か
ら
派
生
す
る
論
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

二　

柳
原
本
『
御
即
位
部
類
』
の
書
誌

　

ま
ず
『
御
即
位
部
類
』
の
書
誌
に
つ
い
て
述
べ
る
。
本
書
は
全
三
冊
か
ら
な
り
、

い
ず
れ
も
個
別
に
写
さ
れ
た
記
録
を
合
綴
し
た
も
の
で
あ
る
。
法
量
は
そ
れ
ぞ
れ
、

第
一
冊
が
縦
二
九
・
一
㎝
、横
二
〇
・
八
㎝
、第
二
冊
が
縦
二
八
・
四
㎝
、横
二
一
・

〇
㎝
、
第
三
冊
が
縦
二
八
・
五
㎝
、
横
二
〇
・
七
㎝
で
あ
る
。
四
つ
目
綴
、
袋
綴
装
、

表
紙
は
紺
色
で
あ
り
、
柳
原
紀
光
の
筆
で
、
外
題
お
よ
び
所
収
記
録
の
年
号
が
朱
書

さ
れ
て
い
る
。
外
題
の
筆
跡
、
お
よ
び
最
も
大
き
な
料
紙
に
合
わ
せ
た
表
紙
が
付
け

ら
れ
て
い
る
点
か
ら
、
現
状
の
表
紙
は
紀
光
に
よ
っ
て
付
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
よ

い
。
な
お
、
本
書
の
画
像
は
、
宮
内
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
書
陵
部
所
蔵
資
料
目
録
・

画
像
公
開
シ
ス
テ
ム
」
お
よ
び
史
料
編
纂
所
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
「H

i-CA
T
�Plus

」
か

ら
閲
覧
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　

各
冊
と
も
冒
頭
に
紀
光
筆
の
目
録
一
丁
を
付
し
、
続
い
て
各
記
録
を
綴
じ
る
。
冒

頭
の
目
録
に
は
方
形
の
蔵
書
印
「
柳
原
蔵
書
之
印
」
が
あ
り
、
第
一
冊
・
第
二
冊
に

は
「
不
可
出
窓
外
矣
、
／
権
大
納
言
紀
光
（
印
「
紀
光
」）」（
／
は
改
行
を
示
す
、

以
下
同
じ
）、
第
三
冊
に
は
「
堅
固
可
禁
窓
外
、
／
紀
光
（
印
「
紀
光
」）」
と
あ
る
。

本
文
で
あ
る
各
記
録
の
冒
頭
に
は
、
長
方
形
の
蔵
書
印
「
柳
原
庫
」
ま
た
は
「
柳
原

蔵
書
」
が
捺
さ
れ
て
お
り
、
収
集
時
に
単
独
の
写
本
と
し
て
存
在
し
て
い
た
状
況
を

示
す
と
考
え
ら
れ
る
（
記
録
の
冒
頭
に
印
が
な
い
も
の
は
、
前
か
ら
連
続
す
る
一
つ

の
写
本
、
あ
る
い
は
分
割
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
）。
ま
た
、
各
冊
と
も
本
文

の
初
丁
に
「
宮
内
省
図
書
印
」
が
捺
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
記
録
本
文
に
は
、
全
体

的
に
朱
・
墨
に
よ
る
校
合
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

　

次
に
、
所
収
の
記
録
名
、
各
記
録
の
縦
の
法
量
、
奥
書
等
の
一
覧
を
示
す
。
各
記

録
に
つ
い
て
は
、
他
の
部
類
記
等
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ

る
。
神
宮
文
庫
な
ど
に
本
書
の
一
部
か
ら
派
生
し
た
も
の
か
と
疑
わ
れ
る
写
本
が
あ

る
も
の
の
、
本
書
と
ま
っ
た
く
同
一
内
容
の
写
本
は
確
認
で
き
て
お
ら
ず
、
本
書
が

流
布
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

（
４
）
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表
・『
御
即
位
部
類
』
の
構
成

冊

番
号

記　

録

所　

収

縦
法
量（
㎝
）

奥　

書　

等

年
代
・
来
歴

備
考

１

１

帥
記
（
経
信
卿
記
）
治
暦
四
年
七
月
九
日

二
七
・
六

な
し

江
戸
前
・
中
期
写

141-4・
5

２

雑
記
抄

治
暦
四
年
五
月
十
一
日

～
八
月
十
二
日

３

番
記
録

保
元
三
年
八
月
二
十
三

日
～
十
二
月
二
十
日

二
七
・
三

な
し

江
戸
前
・
中
期
写

141-7

４

頼
業
記

保
元
三
年
九
月
六
日
～

十
二
月
二
十
日

５

山
槐
記

永
万
元
年
七
月
五
日
～

七
月
二
十
七
日

二
九
・
四
「
享
保
二
十
年
十
一
月
上
旬
以
殿
下
／
御
本
書
写
了
可
秘
蔵
者
也
／
頭
左
中
弁
（
花

押
・
柳
原
光
綱
）」･「
延
享
三
初
冬
以
定
俊
卿
之
本
校
讎
了
」（
朱
書
）

享
保
二
〇
（
一
七
三
五
）
写

141-8

６

師
元
記
・
同
略
記

永
万
元
年
七
月
二
十
七

日

７

平
部
記
（
信
範
記
）
仁
安
三
年
二
月
二
十
二

日
～
四
月
三
十
日

二
八
・
八

「（
本
奥
書
）
申
下
禁
裏
新
写
御
本
〈
万
里
小
路
宰
相
／
雅
房
卿
筆
〉
令
助
筆
／
書

写
之
手
加
一
校
了
頗
有
僻
字
重
而
以
證
／
本
可
校
正
／
万
治
二
年
十
一
月
十
一
日

　

左
尚
書
藤
原
朝
臣
判
（
桂
昭
房
）」･「
禁
御
本
左
大
丞
相
公
（
中
御
門
資
熙
）
桂

宰
相
等
依
被
／
借
下
以
桂
本
令
書
写
了
／
寛
文
三
年
正
月
十
七
日
正
二
位
藤
（
花

押
・
中
御
門
宣
順
）
／
同
廿
二
日
校
合
了
」

寛
文
三
（
一
六
六
三
）
中
御

門
宣
順
筆

141-9

８

頼
業
記

治
承
四
年
四
月
二
十
二

日

二
七
・
三

「
申
請
禁
御
本
〈
新
写
〉
令
助
筆
書
写
之
／
手
加
一
校
畢
雖
然
頗
有
僻
字
尚
以
證

／
本
可
再
校
／
万
治
二
年
十
一
月
八
日　

左
少
弁
藤
（
花
押
・
桂
昭
房
）」･「
右
一

冊
有
子
細
左
大
弁
宰
相
〈
俊
臣
卿
〉
申
請
了
／
明
和
五
十
一
廿
八
日　

紀
光
」

万
治
二
（
一
六
五
九
）
桂
昭

房
奥
書
、
明
和
五
（
一
七
六

八
）
中
御
門
俊
臣
よ
り
譲
与

141-14

９

定
長
記

寿
永
二
年
九
月
十
五
日

～
元
暦
元
年
八
月
二
十

三
日

二
七
・
四

な
し

江
戸
前
・
中
期
写

141-17

２

10

光
明
峯
寺
関
白
記

（
玉
蘂
）

承
元
四
年
十
二
月
二
十

八
日

二
八
・
三

「（
本
奥
書
）
申
下
禁
裏
新
写
〈
万
里
小
路
宰
相
〈
雅
房
／
卿
〉
／
書
進
之
〉
御
本

令
／
助
筆
書
写
之
手
加
一
校
畢
／
万
治
三
年
正
月
十
一
日
蔵
人
頭
権
右
中
弁
藤
判

（
桂
昭
房
）」･「
禁
裏
御
本
左
大
丞
相
公
（
中
御
門
資
熙
）
桂
相
公
等
依
／
被
借
下

彼
相
公
以
本
令
書
写
則
加
一
校
／
了
／
寛
文
三
年
二
月
五
日　

宣
順
」･「
右
一
冊
有

子
細
自
左
大
弁
宰
相
俊
臣
卿
申
請
了
／
明
和
五
十
一
廿
八　

紀
光
」

寛
文
三
（
一
六
六
三
）
中
御

門
宣
順
筆
、
明
和
五
（
一
七

六
八
）
中
御
門
俊
臣
よ
り
譲

与
、
内
扉
を
転
用
（
目
録
）

141-20

11

経
光
卿
記

仁
治
三
年
正
月
十
一
日

～
二
十
三
日
、
三
月
一

日
～
十
八
日

二
八
・
三

「（
本
奥
書
）
申
出
禁
新
写
〈
源
黄
門
／
通
茂
卿
筆
〉
御
本
令
助
筆
／
書
写
之
手
加

一
校
了
／
万
治
二
年
十
二
月
十
日　

左
少
弁
藤
判
（
桂
昭
房
）」

中
御
門
宣
順
筆
、
内
扉
を
転

用
（
裏
表
紙
）

141-28
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12

定
嗣
卿
記

仁
治
三
年
三
月
十
八
日

二
七
・
八

「（
本
奥
書
）
内
裏
御
本
以
勾
当
内
侍
申
出
書
写
畢
／
于
時
文
亀
元
年
六
月
十
九
日

右
中
弁
藤
原
（
花
押
模
・
万
里
小
路
賢
房
）」

江
戸
前
・
中
期
写

追
加
・141-29

13

師
兼
記

仁
治
三
年
三
月
十
八
日

14

東
大
寺
続
要
録

仁
治
三
年
正
月
～
三
月

二
八
・
四

「
右
以
滋
野
井
前
亜
相
〈
公
麗
／
卿
〉
所
持
本
令
書
写
了
尤
可
秘
々
々
／
安
永
第

九
正
十
七　

従
二
位
藤
原
紀
光
（
印
「
紀
光
」）」

安
永
九
（
一
七
八
〇
）
柳
原

紀
光
筆

追
加

15

資
季
卿
記

寛
元
四
年
三
月
十
一
日

二
七
・
九

な
し
（
経
俊
卿
記
に
紀
光
の
付
紙
あ
り
）

江
戸
前
・
中
期
写

141-24・
25・

26

16

経
俊
卿
記

寛
元
四
年
二
月
五
日
～

三
月
十
一
日

17

経
光
卿
記

寛
元
四
年
二
月
五
日
～

三
月
十
一
日

二
八
・
〇

な
し

江
戸
前
・
中
期
写

141-24・
26

18

師
兼
記

寛
元
四
年
三
月
十
一
日

19

顕
朝
卿
記

寛
元
四
年
三
月
十
一
日

二
八
・
六

「（
本
奥
書
）
申
下
禁
裏
新
写
御
本
令
助
筆
書
写
之
／
手
加
一
校
了
／
万
治
二
年
十

二
月
十
四
日　

左
司
郎
藤
判
（
桂
昭
房
）」

中
御
門
宣
順
筆

141-25・
26

20

口
筆

寛
元
四
年
三
月
十
一
日

二
七
・
七

「（
本
奥
書
）
以
或
人
本
書
写
了
／
安
永
九
年
八
月
廿
一
日
参
議
左
大
弁
藤
（
花
押

模
）〈
経
逸
卿
判
歟
如
此
〉」･「
右
命
家
人
令
写
了
／
紀
光
」

柳
原
紀
光
奥
書

21

照
念
院
関
白
記

正
元
元
年
十
二
月
二
十

八
日

二
七
・
三

「
申
請
禁
新
写
御
本
令
助
筆
書
写
之
／
手
加
一
校
了
／
万
治
三
年
正
月
十
一
日
頭

権
右
中
弁
藤
原
（
花
押
模
・
桂
昭
房
）」･「
明
和
五
年
十
一
月
八
日
／
自
左
大
弁
宰

相
〈
俊
臣
卿
〉
請
譲
了
／
紀
光
」

万
治
三
（
一
六
六
〇
）
桂
昭

房
奥
書
、
明
和
五
（
一
七
六

八
）
中
御
門
俊
臣
よ
り
譲
与

141-32

22

荒
涼
記

正
元
元
年
十
二
月
二
十

八
日

二
八
・
五

「（
本
奥
書
１
）
斯
一
巻
者
従
二
条
殿
康
道
公
仮
借
之
則
教
基
自
筆
本
也
以
此
／
本

〈
予
〉
書
写
之
畢　

一
校
了
／
寛
永
七
〈
庚
午
〉
暦
二
月
中
旬　

教
平
〈
如
此
〉（
花

押
模
）〈
如
此
〉」･「（
本
奥
書
２
）
此
正
元
々
年
〈
亀
山
院
〉
御
即
位
荒
涼
記
〈
資

季
卿
／
記
也
〉
本
紙
巻
物
之
教
基
公
筆
／
自
康
道
公
鷹
司
家
教
平
公
被
借
受
所
被

書
写
本
也
〈
則
教
平
／
公
自
筆
〉
自
／
左
大
臣
殿
借
給
之
則
馳
筆
書
写
了
奥
書
模

書
之
可
秘
蔵
者
也
／
安
永
九
年
四
月
十
四
日　
（
花
押
模
）〈
公
麗
卿
花
押
如
此
〉」･

「（
本
奥
書
３
）
右
荒
涼
記
者
借
滋
野
井
前
大
納
言
〈
公
麗
／
卿
〉
書
写
之
可
秘
蔵

之
／
安
永
九
年
十
二
月
廿
二
日　

参
議
左
大
弁　

花
押〈
略
之
〉〈
経
逸
卿
〉」・「
右

以
左
大
弁
宰
相
〈
経
逸
／
卿
〉
本
令
書
写
了
可
秘
々
々
／
安
永
第
十
正
月
中
旬　

従
二
位
藤
紀
光
」

安
永
一
〇
（
一
七
八
一
）
柳

原
紀
光
筆

追
加

23

花
山
院
内
大
臣
記

文
永
十
一
年
三
月
二
十

六
日

二
八
・
三

な
し

江
戸
前
・
中
期
写

24

不
知
記

文
永
十
一
年
三
月
二
十

六
日

冊

番
号

記　

録

所　

収

縦
法
量（
㎝
）

奥　

書　

等

年
代
・
来
歴

備
考
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25

勘
仲
記

弘
安
十
一
年
二
月
十
九

日
～
三
月
十
五
日

二
八
・
四

「（
本
奥
書
）
這
一
冊
者
申
出
禁
新
写
御
本
令
助
筆
書
／
写
之
手
加
一
校
了
／
万
治

二�

十
二�

十
二　

左
少
弁
藤
判
（
桂
昭
房
）」・「
此
一
冊
禁
裏
御
本
左
大
弁
宰
相
（
中

御
門
資
熙
）
桂
／
宰
相
等
被
借
下
彼
相
公
以
本
令
書
写
加
一
／
校
了
／
寛
文
二
十

二
廿
九　

宣
順
」

寛
文
二
（
一
六
六
二
）
中
御

門
宣
順
筆
、内
扉
を
転
用（
目

録
）

141-36

26

師
淳
記

弘
安
十
一
年
三
月
十
五

日

27

大
外
記
師
顕
記

弘
安
十
一
年
三
月
十
五

日

28

後
称
念
院
関
白
記

延
慶
元
年
十
一
月
十
六

日

二
八
・
五

「（
本
奥
書
）
申
下
禁
裏
新
写
御
本
令
助
筆
書
写
／
之
手
加
一
校
了
／
万
治
三
年
正

月
十
一
日
蔵
人
頭
権
右
中
弁
藤
判
（
桂
昭
房
）」･「
禁
裏
御
本
左
大
弁
宰
相
（
中
御

門
資
熙
）
桂
宰
相
等
依
被
／
借
下
彼
相
公
以
本
令
書
写
則
加
一
校
了
／
寛
文
三
年

二
月
廿
七
日　

宣
順
」･「
右
一
冊
有
子
細
自
左
大
弁
宰
相
〈
俊
臣
卿
〉
申
請
了
／
明

和
五
十
一
廿
八　

紀
光
」

寛
文
三
（
一
六
六
三
）
中
御

門
宣
順
筆
、
明
和
五
（
一
七

六
八
）
中
御
門
俊
臣
よ
り
譲

与

141-43

29

公
衡
公
記

延
慶
元
年
十
一
月
十
六

日

二
七
・
〇

「
申
下
禁
新
写
御
本
令
助
筆
書
写
之
手
加
／
一
校
了
／
万
治
三
年
正
月
十
二
日　

頭
権
右
中
弁
藤
原
（
花
押
・
桂
昭
房
）」･「
明
和
五
年
十
一
月
八
日
／
自
左
大
弁
宰

相
〈
俊
臣
卿
〉
請
譲
与
了
／
紀
光
」

万
治
三
（
一
六
六
〇
）
桂
昭

房
奥
書
、
明
和
五
（
一
七
六

八
）
中
御
門
俊
臣
よ
り
譲
与

141-44

30

官
記

延
慶
元
年
十
一
月
十
六

日

二
八
・
〇

な
し

江
戸
前
・
中
期
写

31

光
厳
院
宸
記

元
弘
二
年
二
月
九
日
～

三
月
二
十
二
日

二
八
・
七

「（
本
奥
書
）
申
出
／
禁
裏
御
本
書
写
則
令
校
合
了
／
于
時
万
治
三
年
三
月
一
日　

権
中
納
言
（
花
押
模
・
清
閑
寺
熙
房
か
）」

江
戸
前
・
中
期
写
、
も
と
35

と
一
具
、
内
扉
を
転
用

追
加
・141-45

32

後
円
光
院
関
白
記

元
弘
二
年
二
月
二
十
六

日
～
三
月
二
十
二
日

二
八
・
六

「（
本
奥
書
）
右
一
冊
者
申
請
禁
裏
新
写
〈
三
条
前
大
納
言
／
実
教
卿
筆
〉
御
／
本

令
助
筆
書
写
之
手
加
一
校
了
／
万
治
二
年
十
二
月
九
日　

左
司
郎
判
（
桂
昭
房
）」･

「
禁
裏
御
本
左
大
丞
相
公
（
中
御
門
資
熙
）
桂
相
公
等
依
被
／
借
下
以
彼
本
書
写

則
校
合
了
／
寛
文
三
年
二
月
廿
七
日　

正
二
位
藤
宣
順
」･「
右
有
子
細
自
中
御
門
新

中
納
言
〈
俊
臣
卿
〉
受
譲
了
／
明
和
六
年
五
月
廿
四
日　

紀
光
」

寛
文
三
（
一
六
六
三
）
中
御

門
宣
順
筆
、
明
和
六
（
一
七

六
九
）
中
御
門
俊
臣
よ
り
譲

与
、
内
扉
を
転
用
（
31･

34

を
合
綴
）

141-46

33

頼
定
卿
記

元
弘
二
年
三
月
二
十
二

日

二
七
・
三

「
申
出
禁
裏
新
写
〈
園
黄
門
基
福
／
卿
筆
跡
〉
御
本
／
令
助
筆
書
写
之
手
加
一
校

了
／
万
治
二
年
十
一
月
十
三
日
左
少
弁
（
花
押
・
桂
昭
房
）」･「
右
一
冊
有
子
細
自

左
大
弁
宰
相
俊
臣
卿
／
申
請
了
／
明
和
五
十
一
廿
八　

紀
光
」

万
治
二
（
一
六
五
九
）
桂
昭

房
奥
書
、
明
和
五
（
一
七
六

八
）
中
御
門
俊
臣
よ
り
譲
与

141-47

34

玉
英

建
武
四
年
十
二
月
二
十

四
日
～
十
二
月
二
十
八

日

二
八
・
〇

な
し

柳
原
紀
光
扉
題

追
加

35

光
明
院
宸
記

建
武
四
年
十
二
月
八
日

～
二
十
八
日

二
八
・
四
「（
本
奥
書
）
申
請
官
本
令
書
写
加
一
校
了
／
万
治
三
年
三
月
朔
日　

権
中
納
言
（
花

押
・
清
閑
寺
熙
房
か
）」

江
戸
前
・
中
期
写
、
も
と
31

と
一
具
、
内
扉
を
転
用

追
加
・141-50
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36

貞
和
御
即
位
記

（
園
太
暦
・
通
冬

公
記
・
実
継
公
記
）

貞
和
五
年
十
二
月
二
十

六
日

二
七
・
九

な
し
（
冒
頭
に
目
録
あ
り
）

江
戸
前
・
中
期
写

141-52・
53

37

公
勝
卿
記

応
安
七
年
十
二
月
二
十

八
日

二
八
・
一

な
し

江
戸
前
・
中
期
写

38

良
賢
真
人
記

永
徳
二
年
十
二
月
二
十

八
日

二
八
・
八

「
右
一
冊
自
或
手
借
之
間
馳
悪
筆
了
尤
爲
珍
記
也
／
安
永
第
九
正
中
旬　

従
二
位

藤
原
紀
光
（
印
「
紀
光
」）」

安
永
九
（
一
七
八
〇
）
柳
原

紀
光
筆

39

尚
通
公
記

永
正
十
八
年
三
月
二
十

二
日

―

「
右
尚
通
公
記
歟
享
保
度
家
久
公
候
壇
下
」（
書
入
れ
）

柳
原
紀
光
筆
（
半
丁
に
書
入

れ
た
も
の
）

追
加

40

安
部
親
成
記

応
永
二
十
一
年
御
即
位

条
々
雑
事

二
八
・
六

「（
本
奥
書
）
右
御
即
位
惣
要
注
進
之
記
者
安
家
出
納
所
記
也
従
去
方
令
借
求
堀
川

／
左
衛
門
志
大
石
高
弘
頼
助
筆
書
写
之
当
家
所
為
重
宝
者
也
不
可
施
外
見
而
已
／

出
納
従
四
位
上
行
大
蔵
大
輔
中
原
職
忠
記
之
」･「
右
自
或
人
手
借
之
即
馳
悪
筆
了
／

安
永
第
九
正
十
九　

従
二
位
藤
原
紀
光
誌
（
印
「
紀
光
」）」

安
永
九
（
一
七
八
〇
）
柳
原

紀
光
筆

【
凡
例
】・「
奥
書
等
」
の
項
の
／
は
改
行
を
、〈　

〉
は
細
字
を
、（　

）
は
筆
者
の
注
を
示
す
。

　
　
　

・「
備
考
」
の
項
に
は
、
参
考
の
た
め
東
山
御
文
庫
本
で
同
じ
テ
キ
ス
ト
を
持
つ
写
本
の
勅
封
番
号
を
記
し
た
。
本
書
と
の
転
写
関
係
が
明
瞭
で
な
い
も
の
も
掲
げ
て
い
る
の
で
注
意
さ
れ
た
い
。

　
　
　

・「
備
考
」
の
項
に
「
追
加
」
と
し
た
も
の
は
、
紀
光
が
部
類
記
を
一
度
作
成
し
た
後
に
追
加
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
。

　

表
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、本
書
は
四
〇
件
の
記
録
を
収
め
、約
三
〇
点
の
写
本（
も

と
一
具
と
推
定
さ
れ
る
も
の
や
、末
尾
の
半
丁
に
書
入
れ
ら
れ
た
記
録
な
ど
が
あ
る
）

を
元
に
し
て
い
る
が
、
う
ち
奥
書
を
持
つ
記
録
が
二
〇
点
と
大
半
を
占
め
て
い
る
。

　

書
写
の
時
期
で
分
け
る
と
、
万
治
・
寛
文
頃
の
書
写
に
か
か
る
写
本
が
一
一
点
、

享
保
の
写
本
が
一
点
、
紀
光
の
収
集
に
か
か
る
江
戸
後
期
写
本
が
六
点
あ
り
、
そ
の

他
は
、
奥
書
を
持
た
な
い
が
紙
質
等
か
ら
江
戸
前
・
中
期
の
写
本
（
少
な
く
と
も
紀

光
の
時
代
よ
り
前
の
写
本
）
と
し
て
よ
い
。
全
体
と
し
て
は
、
江
戸
時
代
で
も
や
や

古
手
の
写
本
の
な
か
に
、
紀
光
の
筆
跡
が
混
じ
っ
て
い
る
と
い
っ
た
様
相
で
あ
る
。

　

な
お
、
二
冊
目
・
三
冊
目
の
表
紙
お
よ
び
冒
頭
の
目
録
に
は
、
訂
正
や
追
記
が
見

ら
れ
、
紀
光
が
部
類
記
を
一
度
編
成
し
た
の
ち
も
、
関
連
す
る
記
録
を
入
手
す
る
に

従
っ
て
、
追
加
・
再
編
成
を
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
追
加
し
た
と
考
え
ら
れ

る
記
録
に
つ
い
て
は
、
表
の
備
考
の
項
に
注
記
し
た
）。

　

ほ
か
に
本
書
に
は
、
も
と
の
写
本
の
内
扉
（
あ
る
い
は
原
表
紙
か
）
を
目
録
等
に

転
用
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
本
書
の
成
立
過
程
が
窺
え
る
情
報
で
も
あ
る
の
で
、

以
下
に
紹
介
し
て
お
く
。

　

二
冊
目
冒
頭
の
目
録
は
、
10
「
光
明
峯
寺
関
白
記
」
の
内
扉
を
翻
し
て
記
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
11
「
経
光
卿
記
」
の
内
扉
は
、
第
二
冊
の
裏
表
紙
に
転
用
さ
れ
て
い
る
。

三
冊
目
冒
頭
の
目
録
も
、
二
冊
目
と
同
様
に
内
扉
が
転
用
さ
れ
て
お
り
、
現
状
で
は

袋
の
内
側
に
な
っ
て
い
る
記
載
か
ら
、
25
「
勘
仲
記
」・
26
「
師
淳
記
」・
27
「
大
外

記
師
顕
記
」
の
三
記
が
「
御
即
位
部
類
記
」
と
し
て
写
さ
れ
た
写
本
で
あ
っ
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
。
31
「
光
厳
院
宸
記
」・
32
「
後
円
光
院
関
白
記
」・
33
「
頼
定
卿
記
」

に
つ
い
て
は
、
32
の
内
扉
（
中
御
門
宣
順
筆
）
の
題
字
の
右
に
31
、
左
に
33
の
題
を

紀
光
が
追
記
し
、
こ
の
三
記
録
の
表
紙
と
し
て
合
綴
し
て
い
る
。
さ
ら
に
31
に
つ
い

て
は
、
も
と
も
と
31
・
35
「
光
明
院
宸
記
」、
お
よ
び
「
後
光
厳
院
宸
記
」（
本
書
に

冊

番
号

記　

録

所　

収

縦
法
量（
㎝
）

奥　

書　

等

年
代
・
来
歴

備
考
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は
未
収
）
の
三
宸
記
を
収
め
る
写
本
で
あ
っ
た
も
の
を
、「
後
光
厳
院
宸
記
」
は
貞

治
四
年
（
一
三
六
五
）
の
諒
闇
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
31
・
32
を
抜
き
出
し

て
本
書
に
編
綴
し
た
も
の
ら
し
く
、上
の
三
宸
記
の
題
が
記
さ
れ
た
内
扉
を
翻
し
て
、

34
「
玉
英
」
と
35
の
二
記
の
表
紙
と
し
て
再
利
用
し
て
い
る
（
紀
光
筆
）。

　

転
用
の
状
況
や
、
内
扉
を
持
た
な
い
記
録
が
多
い
こ
と
か
ら
、
基
本
的
に
内
扉
は

除
い
て
合
綴
す
る
方
針
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
な
お
、
料
紙
を
観
察
す
る
と
記
録
の
末

尾
の
丁
の
端
に
細
く
糊
痕
が
あ
る
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
は
も
と
付
け
ら
れ
て
い
た
表

紙
を
取
り
除
い
た
痕
跡
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
表
紙
の
付
い
た
写
本
で

あ
っ
て
も
、
編
綴
の
際
に
こ
れ
を
除
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

三　

部
類
記
に
含
ま
れ
る
中
御
門
家
旧
蔵
本

　

本
書
の
特
筆
す
べ
き
特
徴
は
、
多
く
の
中
御
門
家
旧
蔵
本
（
以
下
、
中
御
門
本
と

記
す
）
が
そ
の
ま
ま
編
綴
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
例
え
ば
「
右
一
冊
、
有
子
細

左
大
弁
宰
相
俊
臣
卿

申
請
了
、
／
明
和
五
十
一
廿
八
日　

紀
光
」（
８
「
頼
業
記
」）

の
よ
う
に
、
紀
光
が
中
御
門
俊
臣
か
ら
譲
与
さ
れ
た
旨
の
奥
書
を
有
し
て
い
る
も
の

が
あ
る
（
ほ
か
に
10
「
光
明
峯
寺
関
白
記
」、
21
「
照
念
院
関
白
記
」、
28
「
後
称
念

院
関
白
記
」、
29
「
公
衡
公
記
」、
32
「
後
円
光
院
関
白
記
」、
33
「
頼
定
卿
記
」）。

ま
た
、
譲
与
の
旨
の
奥
書
は
な
い
が
、
書
写
奥
書
や
本
文
筆
跡
か
ら
、
中
御
門
本
と

考
え
て
よ
い
も
の
が
あ
る
（
７
「
平
部
記
」、
11
「
経
光
卿
記
」、
19
「
顕
朝
卿
記
」、

25
「
勘
仲
記
」・
26
「
師
淳
記
」・
27
「
大
外
記
師
顕
記
」）。
こ
れ
ら
も
明
和
五
・
六

年
頃
に
中
御
門
家
よ
り
柳
原
家
に
入
っ
た
も
の
と
考
え
て
大
過
な
い
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
中
御
門
本
は
奥
書
に
よ
り
、
そ
の
親
本
が
知
ら
れ
る
も
の
が

あ
る
。
い
ま
い
く
つ
か
を
例
と
し
て
示
す
。

〔
８
「
頼
業
記
」
の
奥
書
〕【
写
真
１
】

　

「
申
請
禁
御
本
新
写

令
助
筆
書
写
之
、

　
　

手
加
一
校
畢
、
雖
然
頗
有
僻
字
、
尚
以
證

　
　

本
可
再
校
、

　
　
　
　

万
治
二
年
十
一
月
八
日　

左
少
弁
藤
（
花
押
）」

　

「
右
一
冊
、
有
子
細
左
大
弁
宰
相
俊
臣
卿

申
請
了
、

　
　
　

明
和
五
十
一
廿
八
日　

紀
光
」

　

当
該
の
記
録
に
は
、
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
に
、
新
写
の
「
禁
御
本
」
を
写
し

た
旨
の
桂
昭
房
自
筆
の
書
写
奥
書
が
あ
り
、
さ
ら
に
紀
光
に
よ
る
中
御
門
俊
臣
よ
り

譲
与
さ
れ
た
旨
の
奥
書
が
あ
る
。

〔
28
「
後
称
念
院
関
白
記
」
の
奥
書
〕【
写
真
２
】

　

「
申
下
禁
裏
新
写
御
本
、
令
助
筆
書
写

　
　

之
、
手
加
一
校
了
、

　
　
　

万
治
三
年
正
月
十
一
日
蔵
人
頭
権
右
中
弁
藤
判
」

　

「
禁
裏
御
本
左
大
弁
宰
相
・
桂
宰
相
等
依
被

　
　

借
下
、
彼
相
公
以
本
令
書
写
、
則
加
一
校
了
、

　
　
　

寛
文
三
年
二
月
廿
七
日　
　
　

宣
順
」

　

「
右
一
冊
、
有
子
細
自
左
大
弁
宰
相
申
請
了
、

　
　
　
　
　
　

明
和
五
十
一
廿
八　
　
　
　
　
　

紀
光
」

　

当
該
の
記
録
に
は
、
万
治
三
年
に
桂
昭
房
が
「
禁
裏
新
写
御
本
」
を
書
写
し
た
旨

の
本
奥
書
（
中
御
門
宣
順
筆
）
が
あ
り
、
つ
い
で
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
に
中
御

門
宣
順
が
、
桂
本
を
写
し
た
旨
の
書
写
奥
書
が
あ
る
。
さ
ら
に
紀
光
が
譲
与
さ
れ
た

旨
の
奥
書
も
記
さ
れ
て
い
る
。

　

本
書
に
収
め
ら
れ
た
、
こ
の
よ
う
な
奥
書
を
持
つ
中
御
門
本
は
、
禁
裏
本
を
桂
昭

房
が
書
写
し
た
昭
房
の
所
持
本
そ
の
も
の
、
ま
た
は
そ
の
転
写
本
で
あ
る
こ
と
が
分

か
る
。
こ
の
万
治
二
・
三
年
頃
に
桂
昭
房
が
書
写
し
た
、
新
写
の
禁
裏
本
と
は
、
後

西
天
皇
の
作
成
し
た
禁
裏
本
の
副
本
す
な
わ
ち
、
現
在
の
東
山
御
文
庫
本
で
あ
る
蓋

然
性
が
極
め
て
高
い
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
推
定
が
正
し
け
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
写
本
の
位
置
づ
け
と
し
て
は
、
東
山
御
文

（
５
）

（
６
）

（
桂
昭
房
）

（
桂
昭
房
）

（
中
御
門
資
熙
）
（
桂
昭
房
）

俊
臣
卿

（
７
）

（
８
）
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庫
本
と
同
等
の
写
し
（
同
時
期
に
同
じ
親
本
か
ら
作
成
）、
ま
た
は
そ
の
転
写
本
、

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
本
文
校
訂
の
際
に
有
用
な
良
質
の
テ
キ
ス
ト
を
有
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
点
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。

　

さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
33
「
頼
定
卿
記
」
の
奥
書
（
桂
昭
房
筆
）
に
、

　

「
申
出
禁
裏
新
写�
園
黄
門
基
福

卿
筆
跡
、

�

御
本
、

　
　

令
助
筆
書
写
之
、
手
加
一
校
了
、

　
　
　

万
治
二
年
十
一
月
十
三
日　

左
少
弁
（
花
押
）」【
写
真
３
】

と
あ
る
ご
と
く
、
桂
昭
房
が
親
本
と
し
た
「
禁
裏
新
写
御
本
」
の
筆
写
者
を
記
し
た

奥
書
が
五
点
み
え
る
こ
と
で
あ
る（
ほ
か
に
７「
平
部
記
」、10「
光
明
峯
寺
関
白
記
」、

11
「
経
光
卿
記
」、
32
「
後
円
光
院
関
白
記
」
で
、
こ
の
四
つ
は
昭
房
の
奥
書
を
中

御
門
宣
順
が
記
し
た
本
奥
書
）。
こ
の
奥
書
に
見
え
る
筆
写
者
は
、
東
山
御
文
庫
本

の
筆
写
者
を
伝
え
る
情
報
で
あ
る
こ
と
に
な
り
、
注
目
さ
れ
る
。
い
ま
奥
書
に
よ
る

筆
者
名
と
、
内
容
か
ら
対
応
す
る
と
推
定
さ
れ
る
東
山
御
文
庫
本
を
示
す
。

　
　

７
「
平
部
記
」【
写
真
４
】 

万
里
小
路
雅
房　

勅
一
四
一
―
九

　
　

10
「
光
明
峯
寺
関
白
記
」　

万
里
小
路
雅
房　

勅
一
四
一
―
二
〇

　
　

11
「
経
光
卿
記
」　　
　
　

中
院
通
茂　
　
　

勅
一
四
一
―
二
八

　
　

32
「
後
円
光
院
関
白
記
」　

三
条
西
実
教　
　

勅
一
四
一
―
四
六

　
　

33
「
頼
定
卿
記
」　　
　
　

園
基
福　
　
　
　

勅
一
四
一
―
四
七

　

一
般
に
、
東
山
御
文
庫
本
に
は
書
写
奥
書
の
あ
る
写
本
が
少
な
く
、
書
写
者
が
判

明
す
る
も
の
は
極
め
て
稀
で
あ
る
。数
少
な
い
書
写
者
の
判
明
す
る
事
例
と
し
て『
親

長
卿
記
』（
勅
一
五
―
二
、
三
三
冊
）
が
あ
り
、
全
三
三
冊
の
う
ち
六
冊
に
書
写
者

が
記
さ
れ
た
奥
書
が
存
す
る
。
こ
れ
ら
は
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）
か
ら
同
三
年
頃

に
か
け
て
書
写
さ
れ
た
も
の
で
、
中
御
門
資
熙
（
第
三
・
第
一
〇
冊
）、
桂
昭
房
（
第

四
・
第
一
一
冊
）、
清
閑
寺
熙
房
（
第
六
冊
）
の
名
が
み
え
る
。
こ
の
三
名
は
柳
原

本
『
御
即
位
部
類
』
に
含
ま
れ
る
写
本
の
奥
書
に
も
見
え
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

禁
裏
本
を
書
写
す
る
際
に
、
書
写
者
が
自
ら
の
副
本
も
作
成
し
、
さ
ら
に
互
い
に
貸

し
借
り
し
て
い
る
状
況
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

最
後
に
、
前
節
に
お
い
て
、
部
類
記
を
編
綴
す
る
際
に
写
本
の
表
紙
を
取
り
除
い

た
ら
し
い
こ
と
に
触
れ
た
の
で
、
関
連
す
る
事
項
と
し
て
、
中
御
門
本
の
表
紙
に
つ

い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。『
図
書
寮
典
籍
解
題　

続
歴
史
篇
』の『
公
宴
部
類
記
』（
柳

―
八
一
一
）
の
解
説
に
は
「
現
表
紙
は
当
部
の
後
補
に
係
る
。
元
表
紙
は
渋
色
の
鳥

の
子
、
そ
の
中
央
に
「
公
宴
部
類
記 

年
記
不
同

」
と
外
題
し
、
更
に
左
上
に
柳
原
紀

光
の
朱
筆
を
以
て
「
公
宴
部
類
記
」
と
外
題
し
て
ゐ
る
。
又
第
一
紙
に
所
収
の
書
目

を
載
せ
る
。
こ
の
朱
筆
外
題
と
目
録
と
は
、
多
分
紀
光
が
当
本
を
入
手
し
て
後
に
加

へ
た
も
の
で
あ
ら
う
。」「
江
戸
中
期
の
書
写
に
し
て
、
そ
の
筆
跡
よ
り
す
れ
ば
、
お

そ
ら
く
紀
光
が
他
の
も
の
と
共
に
中
御
門
俊
臣
よ
り
譲
請
け
た
も
の
で
は
な
い
か
と

思
は
れ
る
。」
と
あ
り
（
一
七
〇
・
一
七
一
頁
）、
当
該
写
本
が
中
御
門
本
で
あ
る
こ

と
を
推
測
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
本
文
の
筆
跡
が
中
御
門
宣
順
・
資
煕
の
も
の
と
認

め
ら
れ
る
こ
と
が
根
拠
と
思
わ
れ
、
妥
当
な
推
定
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
参
考
と
な
る
の
が
、
史
料
編
纂
所
所
蔵
『
口
宣
綸
旨
院
宣
御
教
書

案
』（
請
求
記
号4171.68-2

）
で
あ
る
。
こ
の
書
に
つ
い
て
は
末
柄
豊
氏
に
よ
る
解

説
と
翻
刻
が
あ
る
の
で
、
詳
し
く
は
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
が
、
奥
書
に
よ
っ
て
、

本
書
が
中
御
門
資
熙
の
筆
に
な
り
、
明
和
六
年
五
月
に
柳
原
紀
光
が
中
御
門
俊
臣
か

ら
譲
与
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
つ
ま
り
『
御
即
位
部
類
』
に
含
ま
れ
る
記
録
と

同
様
に
し
て
、
か
つ
て
柳
原
紀
光
が
収
集
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

　

注
目
し
た
い
の
は
そ
の
表
紙
で
あ
り
（
史
料
編
纂
所
の
所
蔵
史
料
目
録
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
よ
り
カ
ラ
ー
画
像
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
）、
渋
紙
表
紙
の
中
央
に
墨
書
の

外
題
が
あ
り
（
現
状
で
は
薄
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
）、
さ
ら
に
左
端
に
朱
墨
で
紀
光

筆
の
題
が
大
書
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
形
状
は
前
掲
の
『
公
宴
部
類
記
』
と
同
じ
で
あ

り
、
両
者
の
例
を
併
せ
て
考
え
る
と
、
こ
の
よ
う
な
形
状
の
表
紙
は
、
中
御
門
家
段

階
の
原
装
で
あ
っ
て
、
の
ち
に
紀
光
が
外
題
を
加
え
た
も
の
と
し
て
よ
い
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

（
桂
昭
房
）

（
９
）

（
10
）

（
11
）
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以
上
の
検
討
を
踏
ま
え
る
と
、『
元
服
部
類
記
』（
柳
―
一
〇
三
六
）
の
よ
う
に
、

こ
れ
ら
と
同
じ
表
紙
の
形
状
を
持
つ
写
本
に
つ
い
て
は
、
奥
書
を
持
た
ず
、
本
文
筆

跡
か
ら
も
判
定
が
難
し
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
中
御
門
家
本
と
判
断
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
今
後
さ
ら
な
る
検
討
を
要
す
る
が
、
柳
原
本
の
中
の
旧
中
御
門
本
を
見
分
け

る
た
め
の
指
標
と
し
て
、
提
起
し
て
お
く
。

四　

奥
書
を
利
用
し
た
旧
蔵
書
の
復
元
に
む
け
て

　

こ
れ
ま
で
柳
原
本
『
御
即
位
部
類
』
の
構
成
と
そ
の
来
歴
に
つ
い
て
検
討
し
て
き

た
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
本
書
の
大
き
な
特
徴
は
、
譲
与
な
ど
に
よ
っ
て
入
手
し

た
写
本
そ
の
も
の
を
多
数
利
用
し
て
部
類
記
を
作
成
し
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
さ
ら

に
そ
の
写
本
の
多
く
が
、
江
戸
時
代
前
期
の
良
質
の
写
本
で
あ
る
こ
と
は
大
い
に
注

目
さ
れ
て
よ
い
。
本
稿
で
は
一
つ
の
事
例
を
紹
介
し
た
に
過
ぎ
な
い
が
、
柳
原
本
の

う
ち
に
は
同
様
の
部
類
記
が
多
く
存
し
て
い
る
。
本
稿
に
示
し
た
手
法
で
、
こ
の
種

の
部
類
記
に
収
め
ら
れ
る
記
録
の
情
報
を
集
積
す
る
こ
と
に
よ
り
、
公
家
の
蔵
書
研

究
に
新
た
な
知
見
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

　

ま
ず
想
起
さ
れ
る
の
は
、
中
御
門
家
の
旧
蔵
書
の
復
元
が
可
能
に
な
る
こ
と
で
あ

る
。
現
在
の
と
こ
ろ
筆
者
が
把
握
し
て
い
る
書
陵
部
所
蔵
柳
原
本
に
含
ま
れ
る
中
御

門
本
は
、
概
数
で
三
十
件
を
超
え
る
。
さ
ら
に
岩
瀬
文
庫
所
蔵
の
柳
原
本
、
お
よ
び

国
立
公
文
書
館
・
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
の
中
御
門
本
な
ど
を
加
え
れ
ば
、
ま
と

ま
っ
た
数
の
中
御
門
家
の
旧
蔵
書
が
復
元
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
国
立
公
文
書
館
の
中

御
門
本
は
、
古
写
本
を
多
く
含
む
こ
と
が
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
中
御
門
家
に
代
々

伝
来
し
た
蔵
書
を
核
と
す
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
が
、
本
稿
の
検
討
に
よ
っ
て
、
江

戸
時
代
前
期
に
、
東
山
御
文
庫
本
と
同
等
の
写
本
が
多
く
追
加
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
た
と
い
え
る
。

　

現
在
の
所
蔵
者
と
異
な
る
場
合
が
多
い
た
め
か
、
奥
書
等
に
よ
っ
て
判
明
す
る
、

か
つ
て
の
所
蔵
者
の
情
報
を
蔵
書
群
の
復
元
に
用
い
る
と
い
う
方
法
は
、
あ
ま
り
注

意
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
柳
原
本
は
、
多
く
の
家
か
ら
史
料
を
収
集
し
た

も
の
で
あ
る
た
め
、
中
御
門
本
以
外
に
も
、
現
在
は
ま
と
ま
っ
て
残
っ
て
い
な
い
蔵

書
群
に
つ
い
て
、
あ
る
程
度
、
復
元
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
柳
原

本
や
中
御
門
本
に
関
わ
ら
ず
、
多
く
の
典
籍
の
奥
書
の
情
報
を
集
成
す
る
こ
と
が
で

き
れ
ば
、新
た
な
切
り
口
に
よ
る
蔵
書
群
を
生
成
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
り
、禁
裏
・

公
家
の
蔵
書
研
究
に
新
た
な
論
点
を
提
供
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
期
待
さ
れ
る
。

ま
と
め
に
か
え
て

　

本
稿
で
は
、
柳
原
本
の
う
ち
柳
原
紀
光
が
自
ら
作
成
し
た
部
類
記
に
着
目
し
、
書

誌
を
検
討
す
る
手
法
の
一
端
を
示
し
た
。
さ
ら
に
、
柳
原
本
『
御
即
位
部
類
』
に
は
、

中
御
門
家
が
旧
蔵
し
て
い
た
写
本
そ
の
も
の
が
多
く
編
綴
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
は

東
山
御
文
庫
本
に
匹
敵
す
る
良
テ
キ
ス
ト
を
持
つ
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
奥

書
に
よ
っ
て
、
親
本
と
な
っ
た
東
山
御
文
庫
本
の
筆
写
者
が
判
明
す
る
事
例
を
指
摘

し
た
。

　

紀
光
の
作
成
し
た
部
類
記
は
、
柳
原
本
の
な
か
で
は
、
既
存
の
書
を
謄
写
し
た
写

本
に
比
べ
て
決
し
て
点
数
の
多
い
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
れ
ら
に
は
江
戸
時
代
前
期

頃
の
写
本
が
そ
の
ま
ま
編
綴
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
写
本
の
位
置
づ
け
を
考
え

る
た
め
に
は
、
編
綴
さ
れ
た
個
々
の
写
本
を
個
別
に
検
討
す
る
こ
と
が
必
須
で
あ
る

こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
た
、
奥
書
等
の
情
報
を
集
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
別
の
蔵
書
群
を
形
成
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
こ
と
も
述
べ
た
。
近
年
、
各
所
蔵
機
関
で
史
料
画
像
の
公
開
が

進
ん
で
い
る
が
、
画
像
の
公
開
と
と
も
に
奥
書
な
ど
の
情
報
を
集
成
す
る
こ
と
も
必

要
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

〔
註
〕

（
１
）　

小
倉
慈
司
「
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
柳
原
家
旧
蔵
本
目
録
（
稿
）」（『
禁
裏
・
公
家
文
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庫
研
究
』
四
、
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
二
年
）、
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
編
「
西
尾
市
岩
瀬

文
庫　

柳
原
家
旧
蔵
資
料
目
録
（
Ａ
）（
Ｂ
）」（『
禁
裏
・
公
家
文
庫
研
究
』
四
、
思

文
閣
出
版
、
二
〇
一
二
年
）、
吉
岡
眞
之
「
柳
原
家
旧
蔵
書
籍
群
の
現
状
と
そ
の
目
録

―
蔵
書
群
の
原
形
復
原
の
た
め
の
予
備
的
考
察
―
」（『
禁
裏
・
公
家
文
庫
研
究
』
五
、

思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
五
年
）
な
ど
を
参
照
。

（
２
）　

岩
橋
小
彌
太
「
岩
瀬
文
庫
の
続
史
愚
抄
稿
本
」（『
史
料
採
訪
』、
大
日
本
出
版
社
峯

文
荘
、
一
九
四
四
年
）、
武
部
敏
夫
「
続
史
愚
抄
」（『
国
史
大
系
書
目
解
題
』
上
巻
、

一
九
七
一
年
）、「
解
題
」（『
砂
巖
』
図
書
寮
叢
刊
、
宮
内
庁
書
陵
部
、
一
九
九
四
年
）

な
ど
を
参
照
。

（
３
）　

是
澤
恭
三
「
柳
原
紀
光
の
諸
家
記
録
探
求
に
就
て
」（『
国
史
学
』
四
五
号
、

一
九
四
二
年
）、
同
「
柳
原
紀
光
の
部
類
記
作
成
」（『
新
訂
増
補
国
史
大
系
月
報
』

六
十
、一
九
六
六
年
）。

（
４
）　
『
図
書
寮
典
籍
解
題　

続
歴
史
篇
』
宮
内
庁
書
陵
部
編
、
養
徳
社
、
一
九
五
一
年
。

（
５
）　

奥
書
の
あ
る
丁
が
袋
綴
じ
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
折
目
を
切
断
し
た
半
丁
の
状
態
で

綴
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
こ
れ
も
裏
表
紙
を
除
い
た
結
果
と
推
測
さ
れ
る
。

（
６
）　

書
陵
部
お
よ
び
岩
瀬
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
る
柳
原
本
の
う
ち
に
は
、
こ
れ
以
外
に
も

中
御
門
俊
臣
か
ら
譲
与
さ
れ
た
旨
の
奥
書
を
持
つ
も
の
が
複
数
あ
り
、
筆
者
が
確
認

で
き
て
い
る
範
囲
で
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
時
期
は
明
和
五
・
六
年
に
収
ま
る
。

　
　
　

い
ま
参
考
の
た
め
、
中
御
門
宣
順
・
資
熙
・
俊
臣
の
略
歴
を
以
下
に
記
す
。

　
　
　

中
御
門
宣
順　

慶
長
十
八
年
（
一
六
一
三
）
生
ま
れ
。
中
御
門
尚
良
の
息
。
元
和

六
年
（
一
六
二
〇
）
に
左
兵
衛
佐
、
寛
永
四
年
（
一
六
二
七
）
に
権
右
少
弁
・
蔵
人

に
補
せ
ら
れ
る
。
以
降
、
蔵
人
頭
、
左
大
弁
を
経
て
同
十
九
年
に
参
議
、
正
保
二
年

（
一
六
四
五
）
に
権
中
納
言
、
承
応
元
年
（
一
六
五
二
）
に
権
大
納
言
と
な
る
。
寛

文
四
年
（
一
六
六
四
）
薨
去
。

　
　
　

中
御
門
資
熙　

寛
永
十
二
年
（
一
六
三
五
）
生
ま
れ
。
中
御
門
宣
順
の
息
。
右
大
弁
、

蔵
人
頭
を
経
て
、
万
治
元
年
（
一
六
五
八
）
に
参
議
、
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
に

権
中
納
言
、
同
十
二
年
に
権
大
納
言
に
任
じ
ら
れ
る
。
霊
元
上
皇
の
院
政
下
で
は
、

上
皇
の
信
任
を
背
景
に
専
権
を
振
る
っ
た
が
、
こ
れ
を
問
題
視
し
た
近
衛
基
熙
ら
に

よ
っ
て
政
界
か
ら
追
放
さ
れ
る
。
宝
永
四
年
（
一
七
〇
七
）
薨
去
。

　
　
　

中
御
門
俊
臣　

元
文
五
年
（
一
七
四
〇
）
生
ま
れ
。
宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）
に

左
兵
衛
権
佐
に
任
じ
ら
れ
、
以
降
、
右
少
弁
、
蔵
人
、
左
衛
門
権
佐
、
検
非
違
使
な

ど
を
経
て
、
明
和
元
年
（
一
七
六
四
）
に
蔵
人
頭
に
任
じ
ら
れ
、
同
二
年
に
参
議
、

同
五
年
に
権
中
納
言
と
な
る
。
明
和
八
年
薨
去
。

（
７
）　

桂
昭
房
の
所
持
本
が
中
御
門
家
に
譲
ら
れ
た
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
中
村
憲
司
「
中

御
門
家
本『
類
聚
三
代
格
』」（『
日
本
歴
史
』七
八
九
、二
〇
一
四
年
）に
言
及
が
あ
る
。

　
　
　

桂
昭
房
は
、
寛
永
十
五
年
（
一
六
三
八
）
生
ま
れ
。
中
御
門
家
の
庶
流
岡
崎
宣
持
（
中

御
門
尚
良
の
二
男
）
の
息
、
桂
を
称
す
る
。
承
応
三
年
（
一
六
五
四
）
に
蔵
人
、
同

四
年
に
権
右
少
弁
に
補
せ
ら
れ
る
。
以
降
、
左
少
弁
、
右
中
弁
、
蔵
人
頭
を
経
て
、

寛
文
二
年
（
一
六
六
二
）
に
参
議
と
な
り
、
同
八
年
に
辞
す
。
没
年
は
不
詳
。

（
８
）　

平
林
盛
得
「
後
西
天
皇
収
書
の
周
辺
」（
岩
倉
規
夫
・
大
久
保
利
謙
編
『
近
代
文
書

学
へ
の
展
開
』、
柏
書
房
、
一
九
八
二
年
）。

（
９
）　

史
料
編
纂
所
図
書
室
で
公
開
さ
れ
て
い
る
東
山
御
文
庫
本
の
画
像
、
お
よ
び
小
倉

慈
司
「
東
山
御
文
庫
本
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
内
容
目
録
（
稿
）（
２
）」（『
禁
裏
・
公

家
文
庫
研
究
』
二
、二
〇
〇
六
年
）
を
参
考
に
し
た
。

（
10
）　

31
「
光
厳
院
宸
記
」・
35
「
光
明
院
宸
記
」
の
本
奥
書
に
み
え
る
権
大
納
言
は
清
閑

寺
熙
房
と
推
定
さ
れ
る
。

（
11
）　

末
柄
豊
「
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵 

口
宣
綸
旨
院
宣
御
教
書
案
」（
東
京
大
学

史
料
編
纂
所
研
究
成
果
報
告
二
〇
〇
九
―
四
『
目
録
学
の
構
築
と
古
典
学
の
再
生
―

天
皇
家
・
公
家
文
庫
の
実
態
復
原
と
伝
統
的
知
識
体
系
の
解
明
―
』、
二
〇
一
一
年
）。


